
円

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

184 /1回 円 円 円 円

24 /1日 円 円 円 円

240 /1日 円 円 円 円

8 /1回 円 円 円 円

76 /1日 円 円 円 円

3 /1日 円 円 円 円

4 /1日 円 円 円 円

200 /1日 円 円 円 円

120 /1日 円 円 円 円

90 /1日 円 円 円 円

120 /1日 円 円 円 円

275 /1日 円 円 円 円

51 /1日 円 円 円 円

51 /1日 円 円 円 円

※１割負担、２割負担、３割負担は介護保険負担割合証をご参照下さい

6,103 611 1,221 1,831
要支援 ２ 726 7,652 766 1,531 2,296

※認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定不可

※利用開始日から7日を限度　　※若年性認知症利用者受入加算との併算定不可 

◎要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行った場合

令和8年　6月1日　改定ショートステイ(短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護)

◎（Ⅰ)の要件に加え、認知症介護指導者養成修了者を1名以上配置し認知症ケアの研修を実施した場合

42 5 9 13

◎国の定めによる在宅復帰・在宅療養支援等指標が70以上の場合　※【在宅強化型】

認知症専門ケア加算Ⅰ 32 4 7 10

指導に係る会議を定期的に開催した場合

認知症専門ケア加算Ⅱ

◎入所者のうち、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する方に対して、施設内で認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的

◎やむを得ない事情により、居宅サービス計画において利用が計画されていない短期入所療養介護が緊急に行われた場合

◎受け入れた若年性認知症（64歳まで）利用者ごとに個別の担当者を定め、ニーズに応じたサービス提供を行う場合

◎認知症行動・心理症状が認められ、緊急に短期入所療養介護が必要であると医師が判断した場合

※特定介護老人保健施設短期入所療養介護の場合は、60単位（1割64円,2割127円,3割190円）

緊急短期入所受入加算 (要介護のみ) 949 95 190 285

若年性認知症利用者受入加算 1,265

◎国の定めによる在宅復帰・在宅療養支援等指標が40以上の場合　※【基本型】

在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ 538 54 108 162

　※7日限度   ※認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定不可

在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅰ 538 54 108 162

◎居宅介護支援事業所と連携し、治療管理を目的として、投薬、検査、注射、処置を行い診療録に記録、利用者の主治医に対し

253 380

重度療養管理加算　　　　　　(要介護のみ) 1,265 127 253 380

※頻回の喀痰吸引、胃瘻、褥瘡の処置、ストーマの処置等

総合医学管理加算　　　　　　(10日を限度) 2,899 290 580 870
※特定介護老人保健施設短期入所療養介護の場合は60単位（1割64円,2割127円,3割190円）

診療状況の情報を示す文書を交付した場合　　　※緊急時施設療養費との併算定不可

◎認知症専門棟を利用され、短期入所療養介護を実施した場合

夜勤職員配置加算 253 26 51 76

※特定介護老人保健施設短期入所療養介護の場合は算定しない

認知症行動・心理症状緊急対応加算 2,108 211 422 633

127

◎利用者の病状等に応じて、主治医の発行する食事箋に基づき療養食を提供した場合

認知症ケア加算　　　　　　　　(要介護のみ) 801 81 161 241

◎利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、計画に基づき1日20分以上の個別リハビリテーションを行った場合

療養食加算（1日3回を限度） 84 9 17 26

◎自宅と施設間の送迎を行った場合

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 2,530 253 506 759

送迎加算（片道あたり） 1,939 194 388 582

◎入所者20名に1名以上の夜勤職員を配置した場合

②　加算・加算要件
加算項目 単位数 利用料金 １割負担 ２割負担 ３割負担

要介護 ３ 944 9,950 995 1,990 2,985

要介護 ５ 1,052 11,088 1,109 2,218 3,327
要介護 ４ 997 10,508 1,051 3,153

要介護 ２ 880

要支援 ２ 774 8,158 816 1,632 2,448
要支援 １ 613 6,461 647 1,293 1,939

9,275 928 1,856 2,783

971 10,234 1,024 2,047

従来型
個　室

３割負担

要介護 １ 830 8,748 875 1,750 2,625
多 床 室

1,689

2,102

2,533
要介護 １ 753 7,937 794

居　室 介 護 度 基本単位数 利用料金

911

2,381
要介護 ２

居　室 介 護 度 基本単位数 利用料金 １割負担 ２割負担 ３割負担
要支援 １ 579

801 8,443 845

１割負担 ２割負担

要介護 ５

　　　　　　　　　　　　利用料金表 グリーンリーフ高倉

① 短期入所療養介護費・介護予防短期入所療養介護費基本料金 地域・サービス単価 10.54

1,588

3,071

1,822 2,732
要介護 ４ 918 9,676 968 1,936 2,903
要介護 ３ 864 9,107



50 /1月 円 円 円 円

100 /1月 円 円 円 円

10 /1月 円 円 円 円

22 /1日 円 円 円 円

18 /1日 円 円 円 円

518 /1日 円 円 円 円

664 /1回 円 円 円 円

927 /1回 円 円 円 円

1,296 /1回 円 円 円 円

60 /1日 円 円 円 円

60 /1日 円 円 円 円

　

 １日　605円(税込)～　　　　(※希望者のみ　パッチ 1日33円)

 １日　132円(税込)

理美容代          1,900円～ 　希望者のみ(カット・パーマ・カラー等） ※別紙参照

　ボディーソープ  16円 ・ ティッシュペーパー 12円

食費内訳
【朝  食】:500円

【昼  食】:850円

【おやつ】:130円

【夕  食】:900円

1日

1日従来型個室 1,700円

ユニット型個室 2,200円

タオル・衣類等リース　※別紙参照

テレビレンタル　※希望者のみ

喫茶代 1杯　　50円 　希望者のみ(コーヒー・紅茶・ココア・ジュース等)　※季節に応じ、内容変更

電気代 1日　2～35円

9.0 ％に相当する単位数

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ

④ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（日帰り）　　※　要介護のみ

4,098

300円

550円

　所定単位数(総単位数)の 9.7

390円

日常
生活品費

1日 79～85円

　ハンドソープ 12円 ・ シャンプーリンス 16円

　入歯洗浄剤(義歯使用者のみ) 6円・教養娯楽費(レクリエーション費) 23円

550円

430円

1,370円

430円 620円多床室

特別な室料

(３Ｆのみ)

430円0円

　個人の電化製品を持込み、ご利用の方（携帯電話・電気カミソリ等の充電式の

　電化製品は、充電器を持ち込んだ場合のみ費用がかかります)

1,370円

％に相当する単位数

生産性向上推進体制加算Ⅰ 1,054 106 211 317

6,999 700 1,400 2,100
9,771 978 1,955 2,932
13,660 1,366 2,732

重度療養管理加算

2,380円

1,700円個　室

食　費

1日当たり 1日当たり 1日当たり 1日当たり

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階

1日当たり

650円 1,360円

◎利用者の病状が著しく変化した際に、緊急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等を行った場合

機器等を1つ以上導入する等の生産性の向上にむけた活動を継続的に行い、その実績を厚生労働省に報告している場合

緊急時治療管理　　　　　　（月3日を限度） 5,460 546 1,092 1,638
③ 緊急時施設療養費

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)ロ 　所定単位数(総単位数)の 9.3 ％に相当する単位数

3時間以上4時間未満

4時間以上6時間未満

6時間以上8時間未満

◎常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する利用者または癌末期の利用者が、日帰りで利用した場合　　　　

632 64 127 190

⑤ 施設利用料

若年性認知症利用者受入加算　 632 64 127 190

◎見守り機器等を複数導入し、かつ（Ⅱ）の要件を満たし、業務改善の成果を示すデータを厚生労働省へ報告している場合

生産性向上推進体制加算Ⅱ 105 11 22 32

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)イ 　所定単位数(総単位数)の 8.6 ％に相当する単位数

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)イ 　所定単位数(総単位数)の

◎利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するために定期的に委員会を開催し、また見守り

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 232 24 47 70

159口腔連携強化加算  　  　　 (1月に1回限り) 527 53

◎介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60％以上の場合

◎サービスの質の向上に資する取組みを実施した上で、①介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が80%以上の場合
②勤続年数10年以上の介護福祉士35％以上のいずれかの場合

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ 190 19 38 57

◎口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合

106
加算項目 単位数 利用料金 １割負担 ２割負担 ３割負担


